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の 社会保険診療報酬の返還

Q :私は内科医を営んでいますが、この度、

社会保険監査により、昨年の社会保険診療報

酬が過大であるとして、返還請求を受けまし

た ◎

そこで、先月、支払基金に現金で過大請求

分を返還したのですが、この返還した金額は

どのように処理すればよいのでしょうか。

A ●
● 返還した年分の必要経費に算入します。

【解説】

事業所得の金額の計算の基礎となった事実

のうちに含まれていた取り消すことのできる

行為が取り消されたことによって生じた損失

の金額は、その損失の生じた日の属する年分

の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入

することになっています。

ご質問の場合、事業所得の金額の計算の基

礎となっていた支払基金からの診療報酬の一

部が、過大であったことを理由に返還を求め

られていますので、返還額に相当する損失の

金額が生じたことになります。

したがって、支払基金に返還した報酬の金

額は、その返還した年分の必要経費に算入す

ることになります。

ちなみに、過大請求の部分については、社

会保険診療報酬の所得計算の特例は適用あり

ません。
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